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経営一言：「日本的なものとは何なのか」ということを立ち止まって考えることが重要に

なる。（東京大学大学院教授 ロバート・キャンベル氏） 

－所長コメント：日本を日本的というﾛｰｶﾙな目でとらえるのではなく、日本を世界的ｸﾞﾛ

ｰﾊﾞﾙｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞの視点でとらえ、その中から一つでも日本標準が出来たらと思う。－ 

 

ＫＮＣ ＮＥＴＷＯＲＫ ＮＥＷＳへのご意見・ご質問・ご感想は 

０６－６３０４－７８５７ または ｋａｉｋｅｉ＠ｋｎｃｃ．ｃｏ．ｊｐ  

までお寄せください。 

給与所得と確定申告  《税務》 

 勤務で給与の年末調整が済んでいるサラリーマンは、給与と退

職金を除く所得の合計が２０万円以下なら所得税の確定申告書

を提出する必要はありません。副業をしていてもその収入がわず

かなら申告しなくてもいいというわけです。 

 ただし、そのサラリーマンが医療費控除やふるさと納税による寄

付金控除などを目的に確定申告するときは、給与所得や退職所

得以外の所得も一緒に申告しなければなりません。たとえ２０万

円以下であっても課税対象となりますので、還付金が少ないので

あれば申告しない方が“お得”ということもあります。 

 

社員のサークル活動、基本は福利厚生費  《税務》 

 社内で行うサークル活動費を負担した会社は、その費用を基本

的に福利厚生費として処理します。ただし、会社の費用で購入し

た用具や備品を自宅で管理して使っているサークルのメンバー

には、給与として課税されます。 

 実技指導をする外部の専門家の謝礼には所得税の源泉徴収を

します。復興特別所得税を含めた源泉徴収の税率は、１回の支

払い額が１００万円以下なら１０．２１％、１００万円超なら超える

部分に２０．４２％となっています。 

 真似る事が独創の基   《経営》 

 物事を真似る事は、人類誕生以来の人間の本性です。例えば

乳幼児が歩いたり話したり、人が挨拶したり料理したりすることは

全て真似ることによって発達します。極言すれば、人の習慣や思

想等はほとんど真似ることによって習得出来ます。学校や会社

等において難がある人の共通点は、始めに先輩や教師が指示

する事を素直に真似ることを怠るからではないでしょうか。 

 例えば、「人の指導や命令をしっかり聞かない」「基礎的な挨拶

や習慣を学ばない」「指示があっても、まず反論する」等です。芸

術や武術の世界には「守・破・離」（しゅ・は・り、守＝型を真似る、

破＝型を破って工夫を加える、離＝独自の型を形成する）があり

ます。このような世界においては、師が教える型を徹底的に真似

て初めて修行時代が終わります。「破・離」は、型を真似て「守」を

完全に習得した後に始まります。会社においても、型を教える社

員の教育訓練は必要不可欠です。しかし、年功序列の崩壊等の

影響もあって、部下が上司の知識・技術や言動等を真似る努力

が薄れているようです。会社側としても、社員の経験年数や知識

レベル等に応じた教育訓練を繰り返す努力が必要です。 

 結局、独創的な技術やアイデア等は、定型的な事柄を真似て習

得することで生まれて来るものです。 

 
 

 

福利厚生内容を社員が選ぶカフェテリアプラン  《税務》 

 社員に福利厚生制度を提供する方法のひとつに、「カフェテリア

プラン」があります。社員が利用できる複数の「メニュー」を会社

が設定し、一人ひとりに「ポイント」を付与し、その範囲内で自分

に合ったサービスを社員に選択してもらう制度です。 

 カフェテリアプランでは、利用者が給与を受け取ったものとみな

されて給与課税されてしまうメニューと、福利厚生の一環として課

税されないものとがあります。例えばそのメニューが神経症、精

神病、アルコール中毒の早期発見、再発防止などに掛かる費用

の補助として提供されるものなら、一般的に実施されている人間

ドック程度の健康診断と変わらないので非課税になります。一

方、社員の配偶者を対象に、同様の健康診断を受診したときに費

用を補助する制度は、社員への福利厚生制度の一環とみなされ

ません。受け取った補助金が給与として課税対象になります。 

 

気になる記事：関西アーバン・みなと・近畿大阪統合メガ地銀、関西首位に 

 関西アーバン銀行、みなと銀行、近畿大阪銀行が統合する見通しとなった。関西最大のメガ地方銀行が誕生する。かねて関西の金融

再編を主導してきた各行の親会社、三井住友フィナンシャルグループとりそなホールディングスが思い切った決断を進める。関西地銀が

置かれた状態は厳しくなっている。最近の大きな要因は２０１６年２月に日銀がマイナス金利政策を導入したことだ。いずれも銀行業務の

中心である貸し出しによる利益が悪化している。貸出金金利は平均１．０４％と、マイナス金利導入前の１６年１月の１．１８０％から下がっ

た。利ざやの確保が難しくなっている。 

 

 


